
第

二

百

六

十

六

号

令

和

四

年

一

月

十

四

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

九
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

住

宅

課)

九

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

一
〇

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

一
一

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

一
一

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
指
定

(
建
築
指
導
課)

一
一

○
岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(
出
納
管
理
課)

一
二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

一
二

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

一
三

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

一
四

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

一
四

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

一
四

規

則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
号

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
十
八
の
項
第
五
号
中｢

及
び｣

を｢

又
は｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号

中｢

第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣

を｢

第
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
号

岐
阜
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
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○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
一
月
十
四
日



二
面
以
上
の
断
面
図

二
面
以
上
の
立
面
図

床
面
積
求
積
図

各
階
平
面
図

配
置
図

付
近
見
取
図

図
書
の
種
類

縮
尺
、
床
の
高
さ
、
各
階
の
天
井
の
高
さ
、
軒
及
び
ひ
さ
し
の
出

並
び
に
軒
の
高
さ(

建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
七
号

の
軒
の
高
さ
を
い
う
。)

及
び
敷
地
内
の
建
築
物
の
高
さ(

同
項

第
六
号
の
建
築
物
の
高
さ
を
い
う
。)

縮
尺
、
開
口
部
の
位
置
並
び
に
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
の
外

壁
及
び
軒
裏
の
構
造

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の
各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

縮
尺
、
方
位
、
間
取
り
、
各
室
の
用
途
並
び
に
壁
、
開
口
部
及
び

防
火
設
備(

建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
の
防
火
設
備
及

び
同
法
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
防
火

設
備
で
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方

法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を

い
う
。)

の
位
置
並
び
に
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分(
同
法
第

二
条
第
六
号
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
外
壁
の
構
造

縮
尺
、
方
位
、
敷
地(

建
築
基
準
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政

令
第
三
百
三
十
八
号)

第
一
条
第
一
号
の
敷
地
を
い
う
。
以
下
同

じ
。)

内
に
お
け
る
建
築
物(

建
築
基
準
法
第
二
条
第
一
号
の
建

築
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
位
置
、
敷
地
境
界
線
、
申
請
に

係
る
建
築
物
と
他
の
建
築
物
と
の
別
、
擁
壁
の
位
置
、
土
地
の
高

低
並
び
に
敷
地
の
接
す
る
道
路
の
位
置
及
び
幅
員

方
位
、
道
路(

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

及
び
目
標
と
な
る
地
物

明
示
す
べ
き
事
項

県
道

道
路
の
種
類

有

穂

中

坪
線

路
線
名

郡
上
市
八
幡
町
市
島
字
五
六

場
二
三
〇
七
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
立
光

平
二
三
三
七
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

七
号)

及
び
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
二
十
一
年
国
土
交
通

省
令
第
三
号
。
以
下｢

省
令｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

容
積
率
の
特
例
に
係
る
許
可
の
申
請
書
の
添
付
書
類)

第
二
条

省
令
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
規
則
で
定
め
る
図
書
又
は
書
面
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
表
に
掲
げ
る
図
書

二

省
令
第
六
条
に
規
定
す
る
認
定
通
知
書
の
写
し

三

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書
又
は
書
面

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
一
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
一
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
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県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

高

山

上

宝
線

路
線
名

四
百
十
七

号 路
線
名

高
山
市
上
宝
町
鼠�
字
滝
平
山
一

五
〇
九
番
一
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一

五
〇
九
番
二
一
地
先
ま
で

区

間

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
字
町
瀬

古
三
四
〇
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

三
〇
一
番
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和
元･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

妻
木
町
２

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
二
十
号
ま
で
を
順
次
結
ん

だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
標
柱
二
十
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

(

次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

土
岐
市
妻
木
町
字
須
後

二
三
三
九
番
一

一
号

二
三
三
八
番
一
の
二

二
号

二
三
二
七
番

三
号
及
び
四
号

二
三
二
五
番
一

五
号

二
三
二
五
番
二

六
号

二
三
一
三
番
一

七
号
か
ら
九
号
ま
で

字
山
寺

二
三
一
二
番
一

十
号

二
三
一
二
番
二

十
一
号

二
三
〇
一
番

十
二
号

二
二
九
八
番
二

十
三
号

字
田
中

六
八
六
番
一

十
四
号

字
須
後
下

二
一
二
四
番
九

十
五
号

字
須
後

二
三
二
〇
番

十
六
号

二
三
一
九
番
三

十
七
号

二
三
三
三
番
一

十
八
号

二
三
三
五
番
四

十
九
号

二
三
三
六
番
一

二
十
号

及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
一
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
八
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事

務
所
及
び
土
岐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
九
号

建
築
基
準
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
、
建
築
事
務
所
長
が
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
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美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
加
茂
野
字
浦
六

七
番
九

関
市
巾
三
丁
目
八
二
番
四
、
八
三
番
四

及
び
同
番
六

関
市
小
屋
名
字
古
宮
一
三
九
三
番
九

美
濃
加
茂
市
前
平
町
二
丁
目
七
三
番
四

位

置

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
三
丁
目
四
七
番
九

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
柳
原
一
四
七
八

番
四

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
四
丁
目
一
〇
〇
番

四
及
び
岐
南
町
所
管
法
定
外
公
共
物

(

水
路)

本
巣
市
屋
井
字
寺
後
一
〇
一
九
番
四
、

一
〇
一
三
番
の
一
部
及
び
一
〇
二
六
番

の
一
部 位

置�･�� �･��〜�･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル) �･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル)��･�� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

岐
阜
県
指
令

中
建
築
第
二

一
号
の
一
三

岐
阜
県
指
令

中
建
築
第
二

一
号
の
一
二

岐
阜
県
指
令

中
建
築
第
二

一
号
の
九

岐
阜
県
指
令

中
建
築
第
二

一
号
の
一
一

指
定
番
号

岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
一
七
号
の

一
四

岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
一
七
号
の

一
五

岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
一
七
号
の

一
三

岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
一
七
号
の

一
二

指
定
番
号

同��･�� 同��･� 同��･� 令
和�･��･� 指

定

年
月
日

同��･� 同��･� 同��･�� 令
和�･��･�� 指

定

年
月
日

土
岐
市
土
岐
ヶ
丘
三
丁
目
一
〇
番
二

瑞
浪
市
稲
津
町
小
里
字
架
場
九
八
一
番

六

位

置�･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル)��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

岐
阜
県
指
令

東
建
築
第
七

二
号
の
七

岐
阜
県
指
令

東
建
築
第
七

二
号
の
六

指
定
番
号

同��･�� 令
和�･��･�� 指

定

年
月
日

年
建
設
省
令
第
四
十
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
・
西
濃
建
築
事
務
所
長

中
濃
建
築
事
務
所
長

東
濃
建
築
事
務
所
長

(

道
路
の
位
置
を
示
す
図
面
は
、
そ
の
位
置
を
所
管
す
る
建
築
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
十
号

岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

令
和
二
年
岐
阜
県
告
示
第
二
十
五
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表
三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
の
項
を
削
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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八

長
期
優
良
住
宅

の
普
及
の
促
進
に

関
す
る
法
律(

平

成
二
十
年
法
律
第

八
十
七
号
。
以
下

六

医
療
的
ケ
ア
児

及
び
そ
の
家
族
に

対
す
る
支
援
に
関

す
る
法
律(

令
和

三
年
法
律
第
八
十

一
号
。
以
下
こ
の

項
中｢

法｣

と
い

う
。)

の
施
行
事

務

１

法
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
長
期
優
良

住
宅
建
築
等
計
画

に
基
づ
く
建
築
に

１

法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ

る
医
療
的
ケ
ア
児

支
援
セ
ン
タ
ー
の

指
定

２

法
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ

る
医
療
的
ケ
ア
児

支
援
セ
ン
タ
ー
に

対
す
る
報
告
の
徴

収
又
は
立
入
調
査

等
３

法
第
十
七
条
の

規
定
に
よ
る
医
療

的
ケ
ア
児
支
援
セ

ン
タ
ー
に
対
す
る

改
善
命
令

４

法
第
十
八
条
の

規
定
に
よ
る
医
療

的
ケ
ア
児
支
援
セ

ン
タ
ー
の
指
定
の

取
消
し

１

部
長
専
決
事
項
を
除

く
法
の
施
行
に
関
す
る

事
務

１

部
長
専
決
事
項
を
除

く
法
の
施
行
に
関
す
る

事
務

こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施

行
事
務

係
る
住
宅
の
容
積

率
制
限
の
特
例
の

許
可

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
防
災
課
の
表
一
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
四
条
第
二
項｣

を｢

第
四
条
第

三
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
医
療
福
祉
連
携
推
進
課
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
住
宅
課
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
一
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
住
宅
課
の
表
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
保
健
所
及
び
保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
二
の
表
十
一
の
項
所
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号

中｢

臨
時
的｣

を｢

臨
時｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
十
七
の
二
の
項
中｢

平
成
二
〇
年
法
律
第
八
七
号｣

の
下
に｢

。
以
下

こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。｣

を
加
え
、
同
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
三
号
中｢

及
び｣

を｢

又
は｣

に
改
め
、
同
欄
第
四
号
中｢

第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣

を｢

第
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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公

示

剣

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

郡

上

市

役

所

縦

覧

場

所

令
和

四
・

一
・
一
四
か
ら

同

・

二
・
一
四
ま
で

縦

覧

期

間

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

牧
土
地
改

良
区

令
和�･��･�
理
事

渡

邊

明

博

安
八
郡
安
八
町
牧

九
〇
三
番
地

同

渡

邊

盛

雄

同

牧

三
五
三
九
番
地
の
一

同

金

森

成

男

同

牧

一
六
二
八
番
地

同

金

森

憲

同

牧

一
八
一
七
番
地

同

渡

邊

秀

雄

同

牧

一
九
七
二
番
地

同

金

森�
同

牧

一
五
七
七
番
地

同

種

田

賢

信

同

牧

四
〇
六
九
番
地
の
三

同

金

森

徹

同

牧

一
六
〇
三
番
地
の
一

同

佐

竹�
明

同

牧

一
六
九
四
番
地

同

金

森

博

一

同

牧

二
九
〇
五
番
地

同

金

森

賢

司

同

牧

一
四
八
三
番
地
の
二

同

金

森

良

夫

同

牧

八
六
三
番
地
の
二

同

川

合

道

夫

同

牧

二
八
九
〇
番
地
の
一

同

川

瀬

利

太

同

牧

一
三
六
六
番
地

同

渡

邉

一

郎

同

牧

八
七
〇
番
地

同

渡

辺

重

孝

同

牧

九
〇
九
番
地
の
一

同

金

森

英

樹

同

牧

一
六
四
四
番
地
の
五

同

渡

邊

善

典

同

牧

二
九
〇
九
番
地

監
事

渡

邉

政

美

同

牧

二
九
二
八
番
地
の
一

同

渡

邊

忠

司

同

牧

一
六
四
六
番
地

同

種

田

孝

男

同

牧
二
八
九
三
番
地
の
一
／

二
八
九
三
番
地
の
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量

岐
阜
県
警
察
本
部
庁
舎
で
使
用
す
る
都
市
ガ
ス
予
定
数
量
453,496�

(低
圧
及
び
中
間
圧
)

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
３
年
10月
22日
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４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
３
年
12月
３
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
新
町
１
番
地

中
部
電
力
ミ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
執
行
役
員
大
谷
真
哉

６
落
札
金
額
28,826,637円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
契
約
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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令
和
四
年
一
月
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


